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「新型コロナウイルス感染防止に関する非常勤講師についてお願い」に対する回答 

 

２０２０（令和２）年６月２日付けで依頼のありました標記の件について，下記の通り回

答いたします。 

 

記 

 

（依頼事項１） 

 非常勤講師（特に語学担当）は，このたびの４月８日からのオンライン授業対応において

非常勤講師各個人に負荷された費用を，コロナウイルス対応手当，もしくはオンライン対応

手当等として求めます。時間単価で契約している非常勤講師の方々には，相応の増加分を支

払うべきと考えます。 

  

（回答） 

   新型コロナウイルス感染拡大を受けて，教育室の下に「感染症および災害等の発生に

対応した授業実施体制検討チーム，COVID-19 対応授業実施検討タスクフォース」を設

置し，オンライン授業の対応について検討し，4 月 3 日付け公表の「2020 年度 第 1，

第 2タームの授業等の実施に関する方針」において，4月 8日にはオンラインで実施す

る授業のみを開始（ただし，学部 1 年生対象の教養教育科目，専門教育科目について

は，すべて 4月 15日から開始）し，対面的要素が伴う授業については 5月 7日開始と

しました。 

 

   オンライン授業（同時双方向型またはオンデマンド型）については，Bb9，Microsoft 

Teams等の ICTを利用したオンライン授業を推進することとし，学部，学科，専攻等の

単位でオンライン授業の講義責任者を定め，授業担当教員への伝達講習の実施や ICT使

用方法等に関するサポート窓口を担当いただき，全学的な実施体制を構築しました。 

教養教育科目（語学）担当教員については，上記のとおり，一斉にオンライン授業に

対応することとなったため，普段からオンライン授業を実施していない教員への突発

的な負担増及び大学のサポート体制の整備状況に鑑み，4月については，授業実施時間

に加えて，急遽のオンライン授業対応に係る準備（事前研修，動画撮影等）に要した時

間も労働時間として報告いただき，業務増加相応の給与を支給する対応をしています。 

 



オンライン授業のための体制整備は 4月で概ね完了（ICT使用サポート体制，オンラ

イン授業ノウハウ等の情報提供，授業動画撮影ルーム・撮影支援等による支援体制が整

備された）したと考えていることから，5月以降については，授業実施方法の変更（対

面講義からオンライン講義への変更）に関して，通常の準備相当の負担の範囲内で実施

いただいています。 

また，世界的にオンライン授業の有用性も再認識され，本学をはじめとして，あらゆ

る教育機関等で導入が進んでいることから，コロナ収束後の標準的な教育手法の１つ

となる可能性を示していると考えています。  

   以上のとおり，本学としては，負担増に伴う対応については，すでに実施しているも

のと考えております。 

 

 

（依頼事項２） 

部局により対応に違いがあると聞いているが，実態調査，及び大学側の非常勤講師に対す

るオンライン対応の充実を求めます。 

  

（回答） 

   前述のとおり，授業実施教員に向けたオンライン授業への対応については，COVID-19

対応授業実施検討タスクフォースを中心に，全学的にサポート体制を構築し，情報提供

や支援等を行っている状況であり，継続的な充実を図っています。 

・ICT使用サポート体制（相談教員配置） 

・オンライン学習支援システム（Bb9）に遠隔授業関連情報ポータルサイト構築 

（内容：授業実施例，講習会動画，各種ツール紹介，Ｑ＆Ａ等） 

・オンライン授業撮影ルーム設置，撮影支援 

   ・その他，オンライン授業に係る課題解決 等 

 

事務支援体制については，4月中はオンライン授業に関連した問合せが多数寄せられ，

情報メディア教育研究センター等の関係部署と連携のうえ，できる限りのサポートを

実施させていただいています。5月以降は，問合せ件数も落ち着いてきていることから，

一斉の情報提供に加え，個別事情に応じた支援も充実させています。 

また，通常来学時に押印いただく「出勤簿」について，メール等での確認に変えるこ

とにより，客員教員の方々のウイルス感染防止対策も実施しています。 

 

教養教育科目（語学）担当教員については，4月 9日～10日に語学教育（英語）部門

及び語学教育（外国語）部門が Bb9の活用方法等に関するセミナーとして事前研修の場

を提供しており，担当客員教員に個別周知をした上，同セミナーへの参加は，緊急対応

のための業務研修と位置づけて参加いただき，給与を支給しています。また，4 月 28

日，30 日には，オンライン授業に関するセミナーを上記部門が開催しており，こちら

は自由参加のセミナー（給与支払いなし）として実施しました。 

また，全学共通教育科目については，各部門内でも客員教員の方々をサポートする体

制を構築して対応しています。 


